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≪令和8年2⽉1⽇初版≫ 

構造計算適合性判定「WEB申請」ご利⽤の⼿引き 

一般財団法⼈山口県建築住宅センター 

この度、一般財団法⼈山口県建築住宅センター（以下、「センター」という。）では、確認申請

等のDX化推進の一環として、まずは構造計算適合性判定業務において、「電子申請」の一環で

ある「WEB申請」を開始することとしました。 

「WEB申請」とは、電子情報処理組織(コンピューターを使って情報を処理する仕組みの総

称)を使用しての「申請」「図面・計算書等の補正」「適合証の交付」の一連の作業のうち、いわゆ

る「事前申請」と「図面・計算書等の補正」までをその組織を活用して行うものを言います。 

よって、「事前審査」後の「本申請」は、これまでどおり「紙面申請」並びに「紙面交付」となり

ます。ただし、将来的には、構造計算適合性判定業務の全ての申請を「電子申請」とし、申請か

ら交付までを全て電子化することを想定しており、このWEB申請はその移行期にあたるもの

とお考え下さい。 

この手引きでは、構造計算適合性判定を希望する申請者が、当センターへ申請図書等（申請

書・図書等）を電⼦データにより提出する「WEB申請」の⼿順と注意点を具体的にお⽰しいたし

ます。 
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■ WEB申請による構造計算適合性判定の流れ 

 申請者 データの流れ センター(構造部) 
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【留意事項】 

1) 申請者とセンターとのデータの送受信は、メールやファイル転送サービス等のセキュリティ対

策がなされた安全なシステムを介して⾏っておりますので、安心してご使用下さい。 

2) WEB申請は当センターのホームページ内「WEB申請コーナー」にアクセスして、手続きに沿

って申請書、申請図書をアップロードして完了します。この「仮審査」後、最終版の申請図書

等を紙面でお送りいただき、申請に不備がないことを最終審査した後、「本審査」となります。 

3) WEB申請に係る申請図書等のデータ送信は基本 24 時間可能ですが、審査及び事務⼿続き

は営業時間内（8:30〜17:15 土日・祝祭日を除く）に行います。営業時間後に申請図書等を

ご提出いただいた場合は、翌営業⽇の受理となりますので、その点ご了承下さい。 

4) 本審査後の対応はこれまでの紙面申請と変わりません。「適合判定通知書」は紙面(コピー防

止対策済)交付となります。また「副本」「追加説明書」にはセンターのスタンプを付与します。 

5) 以上の動向を把握しながら、将来的には「本申請」「交付」ともファイル転送サービスによる

「電子申請」システムの構築に努めてまいります。 
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１ WEB申請（本申請までの事前審査） 

下記にしたがって申請図書等を電磁的記録(電⼦データ)として準備し、仮申請してください。申

請図書等に不備がないことを確認してアップロードして下さい。 

(1) WEB申請会員サイトからログイン 

① 「山口県建築住宅センター」ホームページ内の「WEB申請ボタン」をクリックすると、下記のよ

うなWEBページが出てきます。これらを利用する場合には、WEB会員としての登録が必要

ですので、初めての方は「初めての方はこちら」ボタンを押して、会員登録をして下さい。 

② 会員登録された方は、「ログインはこちら」をクリックしてください。 

 

③ 「ログイン画面」で会員登録時のメールアドレスとパスワードを入れて「ログイン」して下さい。 

  

xxx0001@yyy.com 

クリック 

クリック 
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④ すると、下記のような「WEB申請会員サイト」「マイページ」に入ります。 

 
 

⑤ 「新着情報」を確認の上、右ボタン「構造計算適合性判定用WEB申請ページ」をクリック。 

 

(2) 申請図書等ファイルのアップロード 

申請図書等ファイルについては、ファイル形式やファイル名の付け⽅等に以下のようなルールがあります

ので、対応可能かどうか、あらかじめご確認ください。 

2-1 WEB申請用ファイルの作成について 

• 提出するファイルは基本PDF 形式として下さい。Docu-Works(XDF形式)で送られる方は、事前に

ご連絡下さい。 

• PDF はデジタルPDF(ファイルから直接生成されたPDF)として下さい。スキャンPDF(紙をスキャナー

で読み取ってPDF化したもの)は容量が大きくなり、電子情報処理組織では扱いづらいので、その場

合は「紙面申請」として下さい。 

• PDF図⾯はできるだけ単純な構成として下さい。作成した図面を PDF に変換する際はレイヤーを

統合して下さい。 

• PDF は、例えばPDF への直接書き込み（注釈・図形描写機能）による修正は、PDF を再度 PDF と

して出⼒する等をして、可変性のない状態として下さい。 

• PDF のセキュリティ機能を利⽤しない（ファイルの印刷や編集機能をパスワード⼊⼒で許可する等

の設定を解除する。） 

• PDF にタイムスタンプを付与しないで下さい。 

• 図⾯は A4 判または A3 判での印刷に対応したPDF として下さい。 

  

クリック 
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2-2 WEB申請ファイルのアップロード画面について 

⑥ アップロード画面に移りますが、先に注意書きをお読み下さい。 

⑦ 特に、複数棟申請の場合、1棟ごとに「ログイン」→「構造計算適合性判定用WEB申請ページ」→「手順1」

から「手順3」→「送信」までを繰り返してアップロードして下さい。 

 

⑧ ページの下方に進み、下記「手順1_申請者基本情報」にご記載下さい。 

⑨ 複数糖新生の場合、2棟目以降の下記「手順1」についても、同様に記載願います。特に「棟番号・棟名

称」の記載にご注意願います。 (ex.「1.工場棟」「2.倉庫棟」など) 
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⑩ ページの下方に進み、先に注意書きをお読み下さい。 

⑪ 続いて、下記「手順2_申請図書のアップロード」から各資料・図面・計算書をアップロードして下さい。 

「A-0.連絡票」から「A-7.外部ストレージURL貼付け」まで7項目に分かれています。 

⑫ それぞれ「ファイルを選択」をクリックすると、自己PC内のエクスプローラー画面となりますので、そこ

から図面や資料のある場所に移動し、目的の資料・図面をクリックして下さい。 

⑬ ファイルが選択されると、「ファイルを選択」ボタンの下に、選択した図面のファイル名が現れます。 

⑭ 各ファイルの容量は10Mを上限としています。 

容量に不安のある方は、「A-7.外部ストレージ等URL貼付け」をご使用ください。大容量ファイル転送

サービスも同様です。(「外部ストレージ」にはDropbox等、「大容量ファイル転送サービス」にはデー

タ便、ギガファイル便等様々なものがあります。) 

 
 

 

 

   
⑬ の例 
・ボタンの下に、選択した図面のファイル名が現れます。 
・間違って選択した場合は、×を押して下さい。 

クリックしてエクスプローラー画面から 
該当するファイルを選びます 
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⑮ ページの下方に進み、「手順3」に移ります。 

 

⑯ すると「確認ページ」に移ります。ファイルがちゃんと選択されているか確認して「WEB申請します」ボ

タンを押して下さい。アップロードが始まります。 

 

⑰ これでWEB申請は完了です。後ほど受付完了のメールと共に「仮受付書」等の資料が届きます。 
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(3) 事前審査時の指摘事項対応 

・センターでは申請図書等受付後、構造計算適合性判定員による事前審査を⾏います。 

・審査後、補正すべき事項や追加説明が必要な事項等をお知らせするメールを、連絡票に記載された申

請担当者と構造担当者のメールアドレス宛に送付します。 

・質疑回答書とともに、構造図や構造計算書の補正・追加部分を PDF ファイルとして提出して下さい。 

・基本、これまでのやり取りとかわらず、「質疑回答書」の「質疑」→「回答案」→「(説明資料の)該当図

書・頁」→「備考(補正か、追加か、説明か)」の整合をよく確認の上、メールに添付してご送付下さい。 

・第1回で終了しない場合は、再質疑、再々質疑…とメールのやり取りが続きます。 

・最終的に「本申請ＯＫ」となれば、「本申請通知メール」をお送りします。 

(4) 確認申請機関等からの指摘事項への対応 

・確認申請機関等からの指摘により計画に変更等が⽣じた場合、構造計算適合性判定の申請図書等に

も同様の内容を反映させる必要があります。前節(3)に倣い、指摘等の内容と、追加・補正図書等の 

PDF ファイルをファイル転送サービスないし電⼦メールにて送付して下さい。 

・なお、適合判定通知書の交付後に変更が⽣じ、その変更が構造計算適合性判定の再度の審査が必要

なものである場合、構造計算適合性判定の再申請が必要となりますので、ご注意ください。 

 

(5) 「本申請通知メール」を受けたら・・・（本申請へ） 

・事前審査終了後は、最終版となるすべての申請図書等ファイルを、今度は紙面で提出して下さい。正

本、副本の二部となります。 

・事前審査の過程で、構造図や構造計算書を含む申請図書に補正・追加等があった場合、「追加説明書」

としてまとめて添付し、ご提出下さい。再提出された申請図書等ファイルの整合を最終確認させてい

ただき、問題がなければ、「本申請」として受理します。 

・追加説明書の構成は、下表項目のうち、必要なものを1冊にまとめて下さい。 

 〇追加説明書表紙 様式はメールに添付します 

構
造
適
判 

Ａ  構造適判質疑回答書 質疑回答書です。質疑番号に沿ってA-1、A-2を添付し 

Ａ-1 変更箇所説明図 適判は赤、確認は青、自主補正は緑、と色分けしてチェック 

A-2 変更箇所説明計算書 適判は赤、確認は青、自主補正は緑、と色分けしてチェック 

確
認
申
請 

Ｂ  建築確認質疑回答書 機関によっては、「追加説明書表紙」を指示される場合あり 

B-1 変更箇所説明図 並列審査となる場合は、省略して構いません 

B-2 変更箇所説明計算書 並列審査となる場合は、省略して構いません 

自
主
補
正 

Ｃ-1  自主補正リスト 様式はメールに添付します 

C-2 補正箇所説明図 適判は赤、確認は青、自主補正は緑、と色分けしてチェック 

C-3 補正箇所説明計算書 適判は赤、確認は青、自主補正は緑、と色分けしてチェック 

一
貫
計
算 

D-1一貫計算書修正補正一覧表 

様式はメールに添付します 

事前審査段階で、当初申請での一貫計算書を流し替えた場

合、どこを修正したのかを記載するものです。 
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２ 本申請 （最終確認） 

(1) 本申請の進め方 
① 申請図書等を「紙面」で正本・副本提出します。それぞれハードカバーに綴じて下さい。 

② 綴じ方は以下のとおりとなります。 

1)「申請書(第1面～3面)」→「委任状」→「建築計画概要書」(正本のみ) 

2)「意匠図」(WEB申請後のやりとりで補正された図は差替え、追加図面は追加します) 

3)「構造図」(WEB申請後のやりとりで補正された図は差替え、追加図面は追加します) 

4)「構造計算書」(WEB申請後のやりとりで補正された計算書は差替え、追加計算書は、ページ

に枝番を付け追加します) 

5)「一貫計算書」(WEB申請後のやりとりで補正された計算書は一式差替えて下さい。) 

6)「地質調査報告書」 

7)「追加説明書一式」(1-(4)で指示した資料一式) 

③ 提出される際は、(一財)山口県建築住宅センターの「山口本部」まで、郵送かご持参下さるよう

お願いします。 

④ 受領後、「受付書」と「手数料請求書」を発送いたします。届きましたら、早めに口座振込にてご入

金をお願いいたします。 

⑤ この本申請後、新たに図面修正や計算書補正等が発生した場合、書面による「適合できない旨

の理由」の通知を行う場合があります。これについては、速やかに対応願います。 

(2) 適合通知書の交付について 
① 紙面での申請図書等の最終確認を行った後、紙面にて「適合通知書」を交付します。(コピー防止

の紙です) 

② 電子交付は現在検討中です。 

(3) 通知書及び副本・追加説明書のお受け取り 

① 副本及び追加説明書(副)には、当センターの確認印を押印します。 

② その後「適合通知書」「副本」「追加説明書」は、一式ご希望の箇所へ送付いたします。 

返送先は、「代理者又は意匠設計者」「構造設計者」又は「確認検査機関」、いずれも可能ですの

で、「連絡票」にその旨ご記載下さい。 

③ センター山口本部窓口でのお受け取りも可能です。 

 

 

 

〇 お問い合わせ・申請先 

一般財団法⼈ 山口県建築住宅センター https://www.y-kenju.com/ 

構造部 担当：原田 E-mail：kenjhu.c@aioros.ocn.ne.jp 
〒753-0072 山口県山口市3-6 大手町第一ビル 

TEL：083-9214-8722  FAX:083921-8723 

 

https://www.y-kenju.com/
mailto:kenjhu.c@aioros.ocn.ne.jp
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